
ＷＴＯ／ＴＢＴ協定に基づく作業計画の公表 

（財団法人 製品安全協会） 

 

 （財）製品安全協会は、「貿易の技術的障害に関する協定（ＷＴＯ／ＴＢＴ協

定）附属書３任意規格の立案、制定及び適用のための適正実施規準（以下「ＣＧ

Ｐ」という。）」の受入を 1998年2月に表明し、ISO Bulletin,1998.4にて受入受

理が公表されました。 

 以下は、当該ＣＧＰに基づく非政府機関による任意規格の立案及び直前に制定

された規格を含む作業計画の公表であり、公表済みの2011年度下半期分（適用；2

011年10月～2012年3月）に、今回、４．項 立案中の任意規格に「（９）ショッ

ピングカート（改正）」を追加するものである。 

 

                   記 

 

１．名称 

 財団法人 製品安全協会（Consumer Product Safety Association ) 

 

２．所在地 

 〒110-0012  東京都台東区竜泉２丁目２０番２号 ミサワホームズ三ノ輪２階 

 

３．担当部署 

 財団法人 製品安全協会 業務グループ 

 Tel 03-5808-3302／Fax 03-5808-3305 

 E-mail operation@sg-mark.org 

 

４．立案中の任意規格 

(9)ショッピングカート（改正） 

 名  称；ショッピングカートの認定基準及び基準確認方法（改正） 

     （Approval Standard and Standard Confirmation Method for  

Shopping Cart）（revise)  

 規格番号；ＣＰＳＡ ００１４ 

 ＩＣＳ ；９７．１８０ 

 段階  ；草案の調整段階（≒２０．２０） 

 参照国際規格 ；対応規格なし 



 規格作成決定日；２０１１年１１月１１日 

 規格検討開始日；２０１２年 ２月（予定） 

 原案に対する意見受付開始日；２０１２年１０月（予定） 

 規格制定日；２０１２年１２月（予定） 

 施行日 ；２０１３年 ２月（予定） 

 備考  ；適合性評価手続き（ＳＧマ－ク制度）の適用 

 


